
令 和 ７ 年
３月28日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
生
活
衛
生
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
生
活
衛
生
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
物
品
管
理
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
物
品
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
物
品
管
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
訓
令

山
口
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
人
事
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

知
事
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
等
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

（
学
事
文
書
課
）
…
…
…
六

知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
が
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
受
け
る
公
認
会
計
士

又
は
監
査
法
人
の
監
査
（
学
事
文
書
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
（
学
事
文
書
課
）

六

…
…
…

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
七

保
安
林
指
定
の
解
除
（
下
関
市
）
（
森
林
整
備
課
）

九
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
に
関
す
る
告
示
に
係
る
指
定
漁
船
を
普

通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
の
消
滅
（
二
件
）
（
水
産
振
興
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
道
路
線
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

防
府
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

岩
国
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

岩
国
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

美
祢
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
（
消
防
保
安
課
）

一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

肥
料
の
登
録
（
農
業
振
興
課
）

一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
（
農
業
振
興
課
）

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

宇
部
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

柳
井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

一
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

一
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

一
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項

一
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設

一
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）

一
六

…
…
…
…
…
…
…

○
漁
管
委
告
示

漁
業
法
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

一
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
山
口
県
報
定
期
の
目
次
ほ
か
一
件
）

一
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
六
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
三
の
一
の
項
中

三

県
立
学
校
の
生
徒
又
は
学
生
に
対
し
交

付
す
る
県
立
学
校
の
生
徒
又
は
学
生
に
関

す
る
証
明
書
で
あ
る
と
き
。

全

額

を
」

一
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「
三

職
員
に
対
し
交
付
す
る
履
歴
証
明
で
あ

る
と
き
。

四

県
立
学
校
の
生
徒
又
は
学
生
に
対
し
交

付
す
る
県
立
学
校
の
生
徒
又
は
学
生
に
関

す
る
証
明
書
で
あ
る
と
き
。

全

額

全

額

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
七
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

調
理
師
法
施
行
細
則
（
平
成
元
年
山
口
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
添
付
書
類
中
⚒
を
削
り
、
⚓
を
⚒
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
八
号

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
一
年
山
口
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
同
号
に
該
当
す
る
」
を
「
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養

成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
及
び
」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「

」
を

旧
姓

又
は

通
称

名
併
記
の
希
望
の
有
無

１
有
（
旧
姓
又
は
通
称
名
：

）
２
無

「

」
に
改

麻
薬
、
あ
へ
ん
、
大
麻
又
は
覚
せ
い

剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
ど
う
か
。

１
あ
る
。

２
な
い
。

旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
希
望
の
有

無
１
有
（
旧
姓
又
は
通
称
名
：

）
２
無

め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
中
⚒
を
削
り
、
⚓
を
⚒
と
し
、
同
様
式
の
注
中
「及

び
「
旧
姓
又
は
通
称
名

併
記
の
希
望
の
有
無
」
欄

」
を
「、

「
麻
薬
、
あ
へ
ん
、
大
麻
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
ど

う
か
。
」
欄
及
び
「
旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
希
望
の
有
無
」
欄

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

受
け
よ
う
と
す
る
試
験

年
度
製
菓
衛
生
師
試
験

「

」
を

受
け
よ
う
と
す
る
試
験

年
度
製
菓
衛
生
師
試
験

学
校
教
育
法
第
57条
の
規
定

に
よ
り
高
等
学
校
の
入
学
資

格
を
有
す
る
者
に
該
当
す
る

こ
と
の
有
無

１
有

２
無

「

」
に
改
め
、

同
様
式
の
添
付
書
類
⚒
中
「同

号
に
該
当
す
る

」
を
「都

道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成

施
設
に
お
い
て
⚑
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た

」
に
改
め
、
同
添

付
書
類
⚓
中
「最

終
学
校
の
卒
業
証
明
書
及
び

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
※
印
欄
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

２
「
学
校
教
育
法
第
57条

の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
の
入
学
資
格
を
有
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有

無
」
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
〇
で
囲
む
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
九
号

山
口
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
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山
口
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
山
口
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
備
付
」
を
「
備
付
け
」
に
改
め
、
同
条
中
「
（
別
記
第
一
号
様
式
）
」
を
削

る
。第

八
条
中
「
日
常
点
検
表
（
別
記
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
、
庁
用
自
動
車
使
用
伺
簿
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

削
除

第
十
四
条
中
「
（
別
記
第
四
号
様
式
）
」
を
削
り
、
「
か
ぎ
と
と
も
に
所
属
長
」
を
「
鍵
と
と
も

に
、
集
中
管
理
自
動
車
以
外
の
庁
用
自
動
車
に
あ
つ
て
は
所
属
長
に
、
集
中
管
理
自
動
車
に
あ
つ
て
は

物
品
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
物
品
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
号

山
口
県
物
品
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
物
品
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
三
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
物
品
購
入
決
議
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
の
購
入

を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
購
入
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
一
号
様

式
の
二
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
購
入
決
議
書
兼
物
品
購
入
契
約
締
結
伺
書
（
別

記
第
一
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
の
購
入
を
し
、
か
つ
、
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
物
品
検
査
調
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中

「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
物
品
購
入

決
議
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
購
入
伺
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削

り
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
購
入
契
約
締
結
伺
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
物
品
検
査
調

書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
物
品
購
入
通
知
書
（
別
記
第
五
号
様

式
）
に
よ
り
、
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
資
金
前
渡
購
入
物
品
報
告
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
物
品
交
換
決
議
書
（
別
記
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
を
交
換

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
交
換
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
十
号
様

式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
検
査
調
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
別

記
第
十
号
様
式
の
二
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
物
品
交
換
報
告
書
（
別

記
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
別
記
第
十
二
号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
号
様
式
」
に
、
「
物
品
寄
附
申
込
調

書
（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
」
を
「
当
該
寄
附
の
申
込
み
に
係
る
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
物
品
寄
附
申
込
調
書
」
を
「
当
該
寄
附
の
申
込
み
に
係
る
調
書
」
に
、
「
物
品
寄
附
採
納
決
議
書

（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
寄
附
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
書
面
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
検
査
調
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
五

項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中

第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
物
品
編
入
決
議
書
（
別
記
第
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
占
有
動
産

を
物
品
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
、
第
五
項
前
段
」
を
「
、
第
五
項
」
に
、
「
第
七
項
の
」
を
「
第
七
項
前
段

の
」
に
、
「
物
品
購
入
決
議
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
」
を
「
購
入
」
に
、
「
物
品
借
入
決
議
書
（
別

記
第
十
八
号
様
式
）
」
を
「
借
入
れ
」
に
改
め
、
「
「
物
品
購
入
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
一
号
様
式

の
二
）
」
と
あ
る
の
は
「
物
品
借
入
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
十
八
号
様
式
の
二
）
」
と
、
」
を
削

り
、
「
同
条
第
五
項
前
段
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
六
項
中
「
物
品
購
入
契
約
締

結
伺
書
」
と
あ
る
の
は
「
物
品
借
入
契
約
締
結
伺
書
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
購
入
契
約
」
と
あ
る
の

は
「
借
入
契
約
」
と
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
生
産
品
処
理
調
書
（
別
記
第
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
物
品
編
入
決
議
書
に
よ
り
」
を
「
当
該
公
有
財
産
に
属
す
る
動
産
を
物
品

に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
貸
付
物
品
返
還
決
議
書
（
別
記
第
二
十
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
貸

付
け
を
し
た
物
品
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
物
品
返
還
通

知
書
（
別
記
第
二
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
物
品
取
得
決
議
書
（
別
記
第
二
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品

を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
八
項
」
を
「
第
十
七
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
物
品
寄
託
決
議
書
（
別
記
第
二
十
五
号
様
式
）
又
は
物
品
保
管
施
設
借
上

決
議
書
（
別
記
第
二
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
の
寄
託
を
す
る
こ
と
又
は
当
該
物
品
を

保
管
す
る
た
め
の
施
設
の
借
上
げ
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
物
品
寄
託

契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
二
十
六
号
様
式
）
又
は
物
品
保
管
施
設
借
上
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
二
十

六
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
貸
付
物
品
返
還
決
議
書
（
別
記
第
二
十
号
様
式
)」

と
あ
る
の
は
「
寄
託
物
品
返
還
決
議
書
（
別
記
第
二
十
号
様
式
)」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
物
品

返
還
通
知
書
（
別
記
第
二
十
一
号
様
式
)」
と
あ
る
の
は
「
寄
託
物
品
返
還
通
知
書
（
別
記
第
二
十
一

号
様
式
）
」
と
、
「
貸
付
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
寄
託
契
約
」
と
、
同
条
第
三
項
」
を
「
貸
付
け
を
し

た
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
寄
託
し
た
物
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
物
品
区
分
換
え
決
議
書
（
別
記
第
二
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該

物
品
の
区
分
換
え
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
物
品
交
付
請
求
決
議
書
（
別
記
第
三
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物

品
の
交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
交
付
決
議
書
（
別
記
第
三
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
五

項
中
「
物
品
受
領
証
と
引
換
え
に
」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
物
品
保
管
転
換
決
議
書
（
別
記
第
三
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該

物
品
の
保
管
転
換
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
保
管
転
換
受
入
決
議

書
（
別
記
第
三
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
の
保
管
転
換
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」

に
改
め
、
「
、
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
物
品
受
領
証
と
引
換

え
に
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
物
品
保
管
転
換
要
求
決
議
書
（
別
記
第
三
十
八
号
様
式
）
に
よ
り
」
を

「
当
該
物
品
の
保
管
転
換
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
本

文
及
び
第
三
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
中
「
に
お
い
て
、
当
該
物
品
が
薬
品
で
あ
る
と
き
は
薬
品
出
納
簿
（
別
記
第
四

十
一
号
様
式
）
に
、
当
該
物
品
が
備
品
又
は
薬
品
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
消
耗
品
等
出
納
簿

（
別
記
第
四
十
一
号
様
式
）
」
を
「
は
、
帳
簿
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
物
品
返
納
決
議
書
（
別
記
第
三
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品

を
返
納
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
「
、
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
り
、
同
条

第
三
項
中
「
廨
長
」
を
「
課
長
等
」
に
改
め
、
「
物
品
返
納
受
入
決
議
書
（
別
記
第
四
十
五
号
様
式
）

に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
課
長
に
あ
つ
て
は
第
二
項
の
通
知
を
し
た
と
き
、
廨
長
に
あ
つ

て
は
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
物
品

受
領
証
と
引
換
え
に
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
物
品
修
繕
決
議
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
の
修

繕
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
修
繕
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
一
号

様
式
の
二
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
修
繕
決
議
書
兼
物
品
修
繕
契
約
締
結
伺
書

（
別
記
第
一
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
の
修
繕
を
し
、
か
つ
、
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
書
面
又
は
口
頭
に
よ
り
、
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」

を
加
え
、
「
物
品
検
査
調
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
項
後
段
を
削
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
物
品
不
用
決
定
決
議
書
（
別
記
第
四
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該

物
品
の
不
用
の
決
定
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
物
品
売
払
決
議
書
（
別
記
第
四
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品

を
時
価
に
よ
り
売
払
う
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
物

品
売
払
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
四
十
九
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
物
品

管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
（
別
記
第
五
十
一
号
様
式
）
」
を
「
（
別
記
第
三
号
様
式
）
」
に
、
「
物

品
譲
与
調
書
（
別
記
第
五
十
一
号
様
式
の
二
）
」
を
「
当
該
物
品
の
譲
与
の
申
込
み
に
係
る
調
書
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
譲
与
調
書
」
を
「
当
該
物
品
の
譲
与
の
申
込
み
に
係
る
調
書
」
に
、

「
物
品
譲
与
決
議
書
（
別
記
第
五
十
二
号
様
式
）
又
は
物
品
減
額
譲
渡
決
議
書
（
別
記
第
五
十
二
号
様

式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品
を
譲
与
し
、
又
は
時
価
よ
り
も
低
い
価
額
で
譲
渡
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
中
「
物
品
売
払
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第

四
十
九
号
様
式
の
二
）
」
と
あ
る
の
は
「
物
品
譲
与
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
五
十
二
号
様
式
の
二
）

又
は
物
品
減
額
譲
渡
契
約
締
結
伺
書
（
別
記
第
五
十
二
号
様
式
の
二
）
」
と
、
「
売
払
契
約
」
と
あ
る

の
は
「
譲
与
契
約
又
は
売
払
契
約
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
売
払
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
譲
与
契
約
又

は
売
払
契
約
」
と
、
同
条
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
物
品
廃
棄
決
議
書
（
別
記
第
四
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物
品

を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
第
四
項

中
「
物
品
売
払
契
約
締
結
伺
書
」
と
あ
る
の
は
「
物
品
廃
棄
契
約
締
結
伺
書
」
と
、
「
売
払
契
約
」
と

あ
る
の
は
「
廃
棄
契
約
」
と
、
同
条
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
公
有
財
産
編
入
決
議
書
（
別
記
第
五
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該

物
品
を
公
有
財
産
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
借
入
物
品
返
還
決
議
書
（
別
記
第
五
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
借

入
れ
を
し
た
物
品
を
返
還
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
（
別
記
第
五
十
六
号
様
式
）
」
を
「
（
別
記
第
四
号
様
式
）
」
に
、
「
物

品
無
償
貸
付
調
書
（
別
記
第
五
十
六
号
様
式
の
二
）
」
を
「
当
該
物
品
の
無
償
の
貸
付
け
の
申
込
み
に

係
る
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
無
償
貸
付
調
書
」
を
「
当
該
物
品
の
無
償
の
貸
付
け
の

申
込
み
に
係
る
調
書
」
に
、
「
物
品
貸
付
決
議
書
（
別
記
第
五
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該
物

四
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品
の
貸
付
け
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
物
品
貸
付
契
約
締
結
伺
書
（
別

記
第
五
十
九
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
別
記
第
六
十
号
様
式
」
を
「
別
記

第
五
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
占
有
動
産
受
入
決
議
書
（
別
記
第
六
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該

占
有
動
産
の
受
入
れ
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
占
有
動
産
受
託
書
（
別

記
第
六
十
二
号
様
式
）
」
を
「
当
該
占
有
動
産
の
寄
託
を
受
け
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
占
有
動
産
払
出
決
議
書
（
別
記
第
六
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
「
当
該

占
有
動
産
の
払
出
し
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
占
有
動
産
受
託
書
」
を

「
当
該
占
有
動
産
の
寄
託
を
受
け
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
書
面
又
は
口
頭
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
物
品
亡
失
損
傷
て

ん
末
報
告
書
（
別
記
第
六
十
三
号
様
式
）
又
は
占
有
動
産
亡
失
損
傷
て
ん
末
報
告
書
（
別
記
第
六
十
三

号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
五
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
課
長
等
が
備
え
る
べ
き
帳
簿
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
つ

い
て
」
の
下
に
「
帳
簿
を
備
え
、
」
を
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
出
納
及
び
保
管
に
係
る
事
項
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
に
入
力
し
」
を
「
登
記
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
帳
簿
を
備
え
、
」
を
加
え
、
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
に
入
力
し
」
を
「
登
記

し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
に
入
力
し
」
を
「
第
一
項
の
帳
簿
に
登
記
し
」

に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中
「
次
に
掲
げ
る
帳
簿
の
う
ち
」
を
「
占
有
動
産
、
消
耗
品
、
薬
品
及
び
生
産
品
の
出

納
及
び
保
管
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
五
十
九
条
中
「
消
耗
品
等
出
納
簿
」
を
「
消
耗
品
の
出
納
及
び
保
管
に
つ
い
て
必
要
な
帳
簿
」
に

改
め
る
。

第
五
十
九
条
の
二
中
「
薬
品
使
用
簿
（
別
記
第
七
十
号
様
式
）
」
を
「
薬
品
の
使
用
に
係
る
帳
簿
」

に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
又
は
」
を
削
る
。

第
六
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
様
式
）

第
六
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
別
に

定
め
る
。

別
表
第
二
の
16
中
「（

青
写
真
を
含
む
。

）
」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
別
記
第
十
号
様
式
の
二
中
「（

第
15条

、
第
27条

、
第
30条

、
第
32条

、
第
39条

、
第
46条

、
第
47条

、
第
48条

、
第
50条

関
係
）

」
を
「（

第
15条

、
第
27条

、
第
46条

、
第
47条

、
第
48条

、
第
50条

関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
一
号

様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
を
削
り
、
別
記
第
十
二
号
様
式
を
別
記
第
二
号
様
式
と
し
、
別
記
第
十
三
号
様

式
か
ら
別
記
第
五
十
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
別
記
第
五
十
一
号
様
式
を
別
記
第
三
号
様
式
と
し
、
別
記

第
五
十
一
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
五
十
五
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
別
記
第
五
十
六
号
様
式
を
別
記
第

四
号
様
式
と
し
、
別
記
第
五
十
六
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
五
十
九
号
様
式
の
二
ま
で
を
削
り
、
別
記

第
六
十
号
様
式
を
別
記
第
五
号
様
式
と
し
、
別
記
第
六
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
十
号
様
式
ま
で
を

削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

⚒

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
条
第
三
号
⑵
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
り
、
「
第
十
七
条
第
八
項
」
を

「
第
十
七
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
⑶
中
「
資
金
前
渡
購
入
物
品
報
告
書
を
受
理
す
る
」
を
「
報

告
を
受
け
る
」
に
改
め
、
同
号
⑸
中
「
物
品
交
換
報
告
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
号
⑹
中
「
物
品
寄

附
申
込
調
書
」
を
「
当
該
寄
附
の
申
込
み
に
係
る
調
書
」
に
改
め
、
同
号
⑾
中
「
生
産
品
処
理
調
書

を
受
理
す
る
」
を
「
報
告
を
受
け
る
」
に
改
め
、
同
号
⒀
中
「
貸
付
物
品
返
還
通
知
書
に
よ
り
」
を

削
り
、
同
号
⒄
、
⒇
及
び
⚱
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
」
を
削
り
、
同
号
⚳
中
「
物
品

譲
与
調
書
」
を
「
当
該
物
品
の
譲
与
の
申
込
み
に
係
る
調
書
」
に
改
め
、
同
号
⚸
中
「
物
品
無
償
貸

付
調
書
」
を
「
当
該
物
品
の
無
償
の
貸
付
け
の
申
込
み
に
係
る
調
書
」
に
改
め
、
同
号
⚼
中
「
物
品

亡
失
損
傷
て
ん
末
報
告
書
又
は
占
有
動
産
亡
失
損
傷
て
ん
末
報
告
書
を
知
事
に
提
出
す
る
」
を
「
同

項
の
確
認
を
し
た
旨
を
知
事
に
報
告
す
る
」
に
改
め
、
同
号
⚾
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力

又
は
」
を
削
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ト
中
「
第
十
七
条
第
七
項
」
を
「
第
十
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同

号
レ
中
「
物
品
受
領
証
と
引
換
え
に
」
を
削
り
、
同
号
ソ
中
「
薬
品
出
納
簿
又
は
消
耗
品
等
出
納

簿
」
を
「
帳
簿
」
に
改
め
、
同
号
ネ
中
「
第
三
十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
五
項
」
に
改

め
、
「
物
品
受
領
証
と
引
換
え
に
」
を
削
り
、
同
号
ヤ
及
び
同
号
マ
中
「
占
有
動
産
受
託
書
」
を

「
当
該
占
有
動
産
の
寄
託
を
受
け
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
」
に
改
め
、
同
号
コ
中
「
物
品
管
理
シ
ス

テ
ム
へ
の
入
力
又
は
」
を
削
る
。

第
六
十
九
条
第
二
号
⑹
中
「
第
十
七
条
第
七
項
」
を
「
第
十
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
⒃
中

「
物
品
受
領
証
と
引
換
え
に
」
を
削
り
、
同
号
⒄
中
「
薬
品
出
納
簿
又
は
消
耗
品
等
出
納
簿
」
を

「
帳
簿
」
に
改
め
、
同
号
⒆
中
「
第
三
十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、

「
物
品
受
領
証
と
引
換
え
に
」
を
削
り
、
同
号
⚭
及
び
⚮
中
「
占
有
動
産
受
託
書
」
を
「
当
該
占
有

動
産
の
寄
託
を
受
け
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
」
に
改
め
、
同
号
⚱
中
「
物
品
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
入

四
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力
又
は
」
を
削
る
。訓

令

山
口
県
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
職
員
研
修
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
山
口
県
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

総
合
研
修

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
六
号

知
事
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
等
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二

年
山
口
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
（
法
第
六
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
（
法
第
百
五

十
二
条
第
六
項
」
に
、
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
項
」
を
加
え

る
。第

三
条
中
「
産
業
に
関
す
る
分
類
の
名
称
及
び
分
類
表
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十
九
年
総
務
省
告

示
第
六
百
十
八
号
）
に
定
め
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
大
分
類
項
目
の
産
業
」
を
「
統
計
法

（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準
産
業
分

類
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
改
正
規
定

は
、
同
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
告
示
第
百
七
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
（
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学

校
法
人
以
外
の
私
立
の
学
校
の
設
置
者
を
含
む
。
）
が
令
和
七
年
度
以
後
の
各
年
度
の
貸
借
対
照
表
及

び
収
支
計
算
書
並
び
に
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
受
け
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監

査
法
人
の
監
査
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
事
項
の
指
定
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
告
示
第
九
十

七
号
）
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
六
年
度
の
貸
借
対
照
表
、

収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
添
付
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報

告
書
に
係
る
監
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
当
該

年
度
に
お
け
る
会
計
処
理
が
行
わ
れ
、
当
該
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
並
び
に
そ
の
附
属

明
細
書
（
活
動
区
分
資
金
収
支
計
算
書
を
除
く
。
学
校
法
人
会
計
基
準
第
一
条
に
規
定
す
る
収
益
事
業

会
計
に
あ
っ
て
は
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
監
査

を
受
け
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
百
八
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

六
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う
。
）
第
二
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
（
私
立
学
校
振
興
助
成

法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学

校
法
人
以
外
の
私
立
の
学
校
の
設
置
者
を
含
む
。
）
が
令
和
七
年
度
以
後
の
各
年
度
に
法
第
十
四
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
に
添
付
す
る
省
令
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
所
轄
庁
が
定

め
る
書
類
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

人
件
費
支
出
内
訳
表
が
省
令
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す

る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定

す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告

山
口
県
告
示
第
百
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
十
八
日
ま
で
の

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
株
式
会
社

住

所

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
五
二
五
三
番
地

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
株
式
会
社
宇
部
工
場

所
在
地

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
五
二
五
三
番
地

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(Ｎ
㎥
／
日
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

四
六－

ニ

八
、
〇
〇
〇
令
和
七
、
七
、
一
令
和
七
、

七
、
三
一
令
和
七
、
八
、
一
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

〃

二
、
〇
〇
〇
令
和
七
、

六
、
一
三
令
和
七
、

七
、
一
八
〃

〃

〃

〃

備
考

「
四
六－

ニ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

第
四
十
六
号
の
有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
を
い
う
。 六
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

四
六－
ニ

二

一

～

三

七

一
〇

一
〇

一
〇
〇

四

一
三

〇
・
二

〇
・
三

三
一
・
四

三
一
・
四

〃

一

一

～

二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
六
・
四

二
六
・
四

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(ｔ
／
日
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

排
水
処
理
施
設

樹
脂
ラ
イ
ニ
ン
グ
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

二
五
〇

中

和

連

続

二

四

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

〃

〃

六
五
〇

〃

〃

〃

〃

〃

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ラ
イ
ニ
ン
グ
・
鉄
製

八
〇
〇

〃

〃

〃

〃

中

和

槽

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

一
四
、
四
〇
〇

〃

〃

〃

〃

凝

集

沈

殿

槽

〃

一
九
、
二
〇
〇

凝

集

沈

殿

〃

〃

〃

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

ふ
っ
素

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

排
水
処
理
施
設

処
理
前

一

一

～

二

七

一
〇

一
〇

一
〇
〇

四

一
三

〇
・
二

〇
・
三
一
、八
〇
八

一
七
六
・
一

一
七
六
・
一

処
理
後

八

七

～

九

〃

〃

五
〇
〇
一
、〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

一
五

〃

〃

〃

処
理
前

一

一

～

二

一
三

一
六

〃

〃

〃

一
四

〃

〃

三
六
六

五
六
一
・
五

五
六
一
・
五

八
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処
理
後

八

七

～

九

〃

〃

七
、五
〇
〇
八
、〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

一
六

五
六
九
・
五

五
六
九
・
五

〃

処
理
前

一

一

～

二

三
五

三
五

一
〇

一
〇

〃

一
三

〃

〃

四
九
五

一
六
五
・
六

一
六
五
・
六

処
理
後

八

七

～

九

二
三

二
四

四
〇

九
〇

〃

〃

〃

〃

一
五

二
三
五
・
二

二
三
五
・
二

中

和

槽

処
理
前

一
〇

九

～一
二

八

一
九

⟊⟍、⟉⟉⟉

⟌⟉、⟉⟉⟉

三
七

六
三

二
六

五
一

一
四
一
〇
、
二
〇
七
・
六
一
一
、
九
四
一
・
一

処
理
後

九

七

～一
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

凝

集

沈

殿

槽

処
理
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
四
、
七
九
五
・
四

処
理
後

八
・
四

〃

〃

一
八

一
六

二
五

〃

五
九

〇
・
三

〇
・
九

〃

九
、
三
六
九
・
五
一
三
、
七
四
六
・
五

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

ふ
っ
素

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

No．3

排

水

口

八
・
四

六

～

九

七

二
〇

一
六

二
五

二
七

五
五

〇
・
三

一

一
四
一
四
、
四
一
七
・
四
一
六
、
三
七
三
・
九

山
口
県
告
示
第
百
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
北
町
大
字
神
田
上
字
岩
戸
八
九
七
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林
水

産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

に
関
す
る
告
示
（
令
和
三
年
山
口
県
告
示
第
五
十
九
号
）
に
係
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す

べ
き
義
務
は
、
令
和
七
年
二
月
十
八
日
限
り
消
滅
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

和
木
加
入
区

九
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山
口
県
告
示
第
百
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

に
関
す
る
告
示
（
令
和
三
年
山
口
県
告
示
第
八
十
二
号
）
に
係
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す

べ
き
義
務
は
、
令
和
七
年
三
月
八
日
限
り
消
滅
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

浮
島
加
入
区

久
賀
加
入
区

大
島
町
加
入
区

通
津
加
入
区

柱
島
加
入
区

神
代
加
入
区

大
畠
加
入
区

平
郡
加
入
区

室
津
加
入
区

祝
島
加
入
区

平
生
町
加
入
区

光
加
入
区

下
松
加
入
区

ᷱ
ケ
浜
加
入
区

周
南
市
西
部
加
入
区

秋
穂
加
入
区

宇
部
市
東
部
加
入
区

宇
部
岬
加
入
区

新
宇
部
加
入
区

藤
曲
浦
加
入
区

南
風
泊
加
入
区

六
連
島
加
入
区

蓋
井
島
加
入
区

黒
井
加
入
区

角
島
加
入
区

長
門
加
入
区

大
島
加
入
区

見
島
加
入
区

須
佐
加
入
区

山
口
県
告
示
第
百
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道

の
路
線
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

旧
新
別

路

線

名

起

点

終

点

旧

香
山
園
公
園
線

山
口
市
木
町

山
口
市
下
竪
小
路

新

香
山
園
公
園
線

山
口
市
木
町

山
口
市
上
竪
小
路

山
口
県
告
示
第
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

橘
東
和
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
外
入
字
小
好
四

六
九
の
四
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字

同
字
四
六

〇
の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

三
・
六

最
広

一
二
・
一

二
〇
五
・
七

新

最
狭

三
・
六

最
広

一
五
・
二

二
〇
五
・
七
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
油
宇
字
小
浦
東

一
〇
四
五
〇
の
一
地
先

旧

最
狭

一
〇
・
八

最
広

二
二
・
一

三
二
・
〇

新

最
狭

一
三
・
五

最
広

二
五
・
七

三
二
・
〇
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
油
宇
字
平
尾
東

一
五
五
九
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
水
た
れ
西

一
〇
四
〇
六
の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

三
・
二

最
広

四
・
〇

五
二
・
六

新

最
狭

三
・
八

最
広

二
〇
・
二

四
七
・
七
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
油
宇
字
水
た
れ

西
一
五
四
八
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字

同
字
一
五

一
八
の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

五
・
二

最
広

七
・
一

三
一
・
二

新

最
狭

五
・
五

最
広

一
一
・
九

三
一
・
二
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

山
口
旭
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

一
〇
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山
口
市
下
竪
小
路
字
下
竪
小
路
八
〇
地
先

か
ら
同
市
上
竪
小
路
字
上
竪
小
路
五
九
地
先
ま

で

旧

最
狭

六
・
四

最
広

八
・
九

七
四
五
・
〇

新

最
狭

―
―

最
広

―
―

―
―
起
点
の
変
更
に
よ

る
。

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

香
山
園
公
園
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

山
口
市
上
竪
小
路
字
上
竪
小
路
八
三
の
七

地
先
か
ら

同
市
下
竪
小
路
字
下
竪
小
路
一
〇
一
の
一

地
先
ま
で

旧

最
狭

六
・
四

最
広

八
・
九

七
四
五
・
〇

新

最
狭

―
―

最
広

―
―

―
―
終
点
の
変
更
に
よ

る
。

山
口
県
告
示
第
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道

四
三
四
号

岩
国
市
錦
町
宇
佐
字
Ṥ
ノ
尾
一
一
九
一
七
の
四
地
先
か
ら

同
市

錦
町
宇
佐
字
小
滝
一
一
八
二
七
の
一
地
先
ま
で

令
和
七
年
三
月
二
十

九
日
午
後
四
時

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
外
入
字
小
好
四
六
九
の
四
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字

同
字
四
六
〇
の
一
地
先
ま
で

県

道

橘
東
和
線

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
油
宇
字
小
浦
東
一
〇
四
五
〇
の
一
地
先

令
和
七
年
三
月
二
十

九
日

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
油
宇
字
平
尾
東
一
五
五
九
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
水
た
れ
西
一
〇
四
〇
六
の
一
地
先
ま
で

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
油
宇
字
水
た
れ
西
一
五
四
八
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字

同
字
一
五
一
八
の
一
地
先
ま
で

山
口
県
告
示
第
百
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
府
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

防
府
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
下
水
道
事
業
防
府
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
四
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

防
府
市
本
橋
町
、
新
橋
町
、
今
市
町
、
千
日
一
丁
目
、
千
日
二
丁
目
、
平
和
町
、
八
王
子
一
丁

目
、
八
王
子
二
丁
目
、
戒
町
一
丁
目
、
戒
町
二
丁
目
、
佐
波
一
丁
目
、
佐
波
二
丁
目
、
寿
町
、
迫
戸

町
、
宮
市
町
、
栄
町
一
丁
目
、
栄
町
二
丁
目
、
天
神
一
丁
目
、
天
神
二
丁
目
、
上
天
神
町
、
松
崎

町
、
東
松
崎
町
、
南
松
崎
町
、
緑
町
一
丁
目
、
緑
町
二
丁
目
、
国
分
寺
町
、
惣
社
町
、
美
和
町
、
国

衙
一
丁
目
、
国
衙
二
丁
目
、
国
衙
三
丁
目
、
国
衙
四
丁
目
、
国
衙
五
丁
目
、
多
々
良
一
丁
目
、
多
々

良
二
丁
目
、
駅
南
町
、
中
央
町
、
車
塚
町
、
鋳
物
師
町
、
桑
山
一
丁
目
、
桑
山
二
丁
目
、
岡
村
町
、

お
茶
屋
町
、
松
原
町
、
石
が
口
一
丁
目
、
石
が
口
二
丁
目
、
石
が
口
三
丁
目
、
華
浦
一
丁
目
、
華
浦

二
丁
目
、
三
田
尻
本
町
、
自
力
町
、
協
和
町
、
三
田
尻
一
丁
目
、
三
田
尻
二
丁
目
、
三
田
尻
三
丁

目
、
東
三
田
尻
一
丁
目
、
東
三
田
尻
二
丁
目
、
警
固
町
一
丁
目
、
警
固
町
二
丁
目
、
勝
間
一
丁
目
、

勝
間
二
丁
目
、
勝
間
三
丁
目
、
鐘
紡
町
、
新
築
地
町
、
開
出
、
高
倉
一
丁
目
、
高
倉
二
丁
目
、
桑
南

一
丁
目
、
桑
南
二
丁
目
、
鞠
生
町
、
新
田
一
丁
目
、
泉
町
、
古
祖
原
、
開
出
本
町
、
開
出
西
町
、
西

仁
井
令
一
丁
目
、
西
仁
井
令
二
丁
目
、
中
泉
町
、
仁
井
令
町
、
東
仁
井
令
町
、
清
水
町
、
伊
佐
江

町
、
華
城
中
央
一
丁
目
、
華
城
中
央
二
丁
目
、
華
園
町
、
敷
山
町
、
岩
畠
一
丁
目
、
岩
畠
二
丁
目
、

岩
畠
三
丁
目
、
酢
貝
、
牟
礼
今
宿
一
丁
目
、
牟
礼
今
宿
二
丁
目
、
岸
津
一
丁
目
、
岸
津
二
丁
目
、
沖

一
〇
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今
宿
一
丁
目
、
沖
今
宿
二
丁
目
、
中
西
、
牟
礼
柳
、
自
由
ケ
丘
一
丁
目
、
自
由
ケ
丘
二
丁
目
、
自
由

ケ
丘
三
丁
目
、
自
由
ケ
丘
四
丁
目
、
大
字
新
田
、
大
字
仁
井
令
、
大
字
浜
方
、
大
字
田
島
、
大
字
植

松
、
大
字
大
崎
、
大
字
高
井
、
大
字
牟
礼
、
大
字
江
泊
、
大
字
富
海
、
大
字
下
右
田
、
大
字
西
浦
及

び
大
字
台
道

山
口
県
告
示
第
百
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岩
国
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

岩
国
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
下
水
道
事
業
岩
国
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

岩
国
市
元
町
一
丁
目
、
元
町
二
丁
目
、
元
町
三
丁
目
、
元
町
四
丁
目
、
昭
和
町
一
丁
目
、
昭
和
町

二
丁
目
、
昭
和
町
三
丁
目
、
立
石
町
一
丁
目
、
立
石
町
二
丁
目
、
立
石
町
三
丁
目
、
立
石
町
四
丁

目
、
新
港
町
一
丁
目
、
新
港
町
二
丁
目
、
新
港
町
三
丁
目
、
新
港
町
四
丁
目
、
新
港
町
五
丁
目
、
錦

見
一
丁
目
、
錦
見
二
丁
目
、
錦
見
三
丁
目
、
錦
見
四
丁
目
、
錦
見
五
丁
目
、
錦
見
六
丁
目
、
錦
見
七

丁
目
、
錦
見
八
丁
目
、
麻
里
布
町
一
丁
目
、
麻
里
布
町
二
丁
目
、
麻
里
布
町
三
丁
目
、
麻
里
布
町
四

丁
目
、
麻
里
布
町
五
丁
目
、
麻
里
布
町
六
丁
目
、
麻
里
布
町
七
丁
目
、
今
津
町
一
丁
目
、
今
津
町
二

丁
目
、
今
津
町
三
丁
目
、
今
津
町
四
丁
目
、
今
津
町
五
丁
目
、
今
津
町
六
丁
目
、
室
の
木
町
一
丁

目
、
室
の
木
町
二
丁
目
、
室
の
木
町
三
丁
目
、
室
の
木
町
四
丁
目
、
室
の
木
町
五
丁
目
、
山
手
町
一

丁
目
、
山
手
町
二
丁
目
、
山
手
町
三
丁
目
、
山
手
町
四
丁
目
、
装
束
町
一
丁
目
、
装
束
町
二
丁
目
、

装
束
町
三
丁
目
、
装
束
町
四
丁
目
、
装
束
町
五
丁
目
、
装
束
町
六
丁
目
、
砂
山
町
一
丁
目
、
砂
山
町

二
丁
目
、
飯
田
町
二
丁
目
、
飯
田
町
三
丁
目
、
桂
町
一
丁
目
、
桂
町
二
丁
目
、
岩
国
一
丁
目
、
岩
国

二
丁
目
、
岩
国
三
丁
目
、
岩
国
四
丁
目
、
日
の
出
町
、
三
笠
町
一
丁
目
、
三
笠
町
二
丁
目
、
三
笠
町

三
丁
目
、
川
口
町
一
丁
目
、
川
口
町
二
丁
目
、
牛
野
谷
町
一
丁
目
、
牛
野
谷
町
二
丁
目
、
牛
野
谷
町

三
丁
目
、
門
前
町
一
丁
目
、
門
前
町
二
丁
目
、
門
前
町
三
丁
目
、
門
前
町
四
丁
目
、
門
前
町
五
丁

目
、
尾
津
町
一
丁
目
、
尾
津
町
二
丁
目
、
尾
津
町
三
丁
目
、
尾
津
町
四
丁
目
、
尾
津
町
五
丁
目
、
平

田
四
丁
目
、
平
田
五
丁
目
、
平
田
六
丁
目
、
南
岩
国
町
一
丁
目
、
南
岩
国
町
二
丁
目
、
南
岩
国
町
三

丁
目
、
南
岩
国
町
四
丁
目
、
灘
町
、
旭
町
一
丁
目
、
旭
町
二
丁
目
、
旭
町
三
丁
目
、
川
下
町
一
丁

目
、
川
下
町
二
丁
目
、
川
下
町
三
丁
目
、
車
町
一
丁
目
、
車
町
二
丁
目
、
車
町
三
丁
目
、
中
津
町
一

丁
目
、
中
津
町
二
丁
目
、
中
津
町
三
丁
目
、
楠
町
一
丁
目
、
楠
町
二
丁
目
、
楠
町
三
丁
目
、
愛
宕
町

一
丁
目
、
愛
宕
町
二
丁
目
及
び
愛
宕
町
三
丁
目

山
口
県
告
示
第
百
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岩
国
南
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

岩
国
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業
岩
国
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

岩
国
市
由
宇
町
港
一
丁
目
、
港
二
丁
目
、
港
三
丁
目
、
中
央
一
丁
目
、
中
央
二
丁
目
、
南
一
丁

目
、
南
二
丁
目
、
南
三
丁
目
、
南
四
丁
目
、
南
五
丁
目
、
南
沖
一
丁
目
、
南
沖
二
丁
目
、
南
沖
三
丁

目
、
南
沖
四
丁
目
、
千
鳥
ヶ
丘
一
丁
目
、
千
鳥
ヶ
丘
二
丁
目
、
千
鳥
ヶ
丘
三
丁
目
、
西
一
丁
目
、
西

二
丁
目
、
西
三
丁
目
、
由
宇
崎
、
字
長
祖
生

山
口
県
告
示
第
百
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
美
祢
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

美
祢
市

一
二
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二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

美
祢
都
市
計
画
下
水
道
事
業
美
祢
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
五
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

美
祢
市
伊
佐
町
伊
佐
、
大
嶺
町
東
分
、
大
嶺
町
北
分
、
大
嶺
町
西
分
及
び
大
嶺
町
奥
分

公

告

（
六
八
）
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定

次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
対
し
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
し
ま
し

た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏
名
又
は
名
称

住

所

認

定

基

準

認
定
年
月
日

服
部
産
業
株
式
会

社

萩
市
大
字
熊
谷
町

三
〇

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通

商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
一
号

に
掲
げ
る
基
準

令
和
六
年
十
月
三
日

株
式
会
社
ツ
バ
メ

ガ
ス
山
口

福
岡
市
中
央
区
渡

辺
通
三
丁
目
一
番

一
〇
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
六
条
第

一
号
に
掲
げ
る
基
準

令
和
六
年
十
二
月
三

日

（
六
九
）
肥
料
の
登
録

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
を
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
二
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登
録
番
号

登
録
年
月
日

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
(％
)

そ
の
他
の
規
格

生

産

業

者

氏

名

又

は

名

称

住

所

山
口
県
生

第
六
一
〇
号

令
和
六
、
一
〇
、
一
五

副
産
動
植
物
質
肥

料

顆
粒
副
産
物

窒
素
全
量

一
・
〇
公
定
規
格
の
と
お

り

株
式
会
社
シ
マ
ヤ

周
南
市
都
町
一
丁
目
五

七

山
口
県
生

第
六
一
一
号

〃

〃

〃

〃

粉
末
副
産
物

〃

〃

〃

〃

〃

〃

（
七
〇
）
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

登
録
番
号

更
新
年
月
日

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
(％
)

そ
の
他
の
規
格

生

産

業

者

氏

名

又

は

名

称

住

所

山
口
県
生

第
六
〇
二
号

令
和
六
、

四
、

四

消
石
灰

六
五
・
〇
粒
状
消

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇
該
当
な
し

宇
部
マ
テ
リ
ア
ル
ズ

株
式
会
社

宇
部
市
大
字
小
串
一
九

八
五

山
口
県
生

第
六
〇
五
号

〃

一
〇
、

三

〃

肥
料
用
七
〇
・
〇

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇
〃

重
安
石
灰
株
式
会
社
美
祢
市
大
嶺
町
北
分
五

六
二

山
口
県
生

第
六
〇
六
号

令
和
七
、

一
、
二
九

副
産
石
灰
肥
料

粒
状
ミ
ネ
ラ
ル
Ｇ
ア
ル
カ
リ
分

四
三
・
〇

く
溶
性
苦
土

一
・
〇
公
定
規
格
の
と
お

り

ア
サ
ヒ
ミ
ネ
ラ
ル
工

業
株
式
会
社

周
南
市
古
泉
町
一
丁
目

一
二
番
七
号

（
七
一
）
宇
部
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

宇
部
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宇
部
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

宇
部
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
十
岬
沖
空
港
線

宇
部
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
三
十
八
明
神
町
線

宇
部
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
二
十
三
則
貞
笹
山
線

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
七
二
）
柳
井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

柳
井
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
柳
井
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

一
四
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法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
十
一
柳
井
駅
門
の
前
線

柳
井
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
五
柳
井
駅
八
丁
土
手
線

柳
井
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
七
柳
町
土
穂
石
線

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

自
由
民
主
党
山
口

県
光
市
第
二
支
部
磯
部
登
志
恵
東

厚
子
光
市
室
積
松
原
17番
12号

令
和
７
、

２
、
10

命
と
生
活
を
守
る

萩
市
民
の
会

田
中
光
夫
佐
々
木
登
美

子
山
口
市
阿
東
生
雲
東
分

2251の
１

〃
〃
27

大
年
つ
ね
お
後
援

会
大
年
恒
夫
大
年
一
恵
山
陽
小
野
田
市
大
字
郡

1196の
２

〃
〃
10

そ
た
け
き
後
援
会
梶
山
愼
平
蘇

愛
理
下
関
市
大
坪
本
町
30番
５

号
〃
〃
６

や
ま
さ
き
珠
江
後

援
会

山
﨑
和
久
髙
島

龍
岩
国
市
室
の
木
町
２
丁
目

８
番
38号

〃
〃
26

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

参
政
党
山
口
第
２
支
部

片
山
俊
彦
事
務
所
周
南
市
大
字
呼

坂
116の

５
岩
国
市
多
田
１

丁
目
108番

２
号

令
和
７
、

２
、
12

代
表
者
片
山
俊
彦

藤
元
紀
子

自
由
民
主
党
秋
穂
支
部

冨
田
正
朗

事
務
所
山
口
市
秋
穂
西

3375の
１

山
口
市
秋
穂
東

3266

〃
〃
〃

代
表
者
冨
田
正
朗

藤
生
通
陽

会
計
責
任
者
諏
訪

稔
有
冨
久
雄

自
由
民
主
党
玖
珂
支
部

宮
本
万
寿
美
事
務
所
岩
国
市
玖
珂
町

4238の
１

岩
国
市
玖
珂
町

6387
令
和
６
、

11、
６

代
表
者
宮
本
万
寿
美

植
野
正
則

自
由
民
主
党
下
関
支
部

平
岡

望
〃

平
岡

望
友
田

有
令
和
７
、

２
、
８

会
計
責
任
者
阪
本
祐
希

井
川
典
子

自
由
民
主
党
２
１
世
紀
山
口
を

つ
く
る
会

岡
本
雅
臣
〃

河
野
加
代
子

渡
壁
保
子

令
和
６
、

９
、
１

自
由
民
主
党
山
口
県
参
議
院
選

挙
区
第
一
支
部

江
島

潔
事
務
所
山
口
市
小
郡
東

津
１
丁
目
８
番

３
号

山
口
市
小
郡
下

郷
2912の

３
令
和
７
、

２
、
15

日
本
共
産
党
山
口
県
西
部
地
区

委
員
会

吹
上
政
子
会
計
責
任
者
堀
江
信
夫

加
藤
孝
明

令
和
６
、

６
、
〃

日
本
共
産
党
山
口
県
北
南
地
区

委
員
会

三
藤
美
智
子
〃

吉
田
和
子

三
谷

隆
〃
11、
１

江
島
き
よ
し
後
援
会

國
森
武
徳
事
務
所
山
口
市
小
郡
東

津
１
丁
目
８
番

３
号

山
口
市
小
郡
下

郷
2912の

３
令
和
７
、

２
、
15

江
原
け
ん
じ
後
援
会

本
山
義
雄
〃

長
門
市
油
谷
伊

上
2935

長
門
市
油
谷
伊

上
2202

〃
〃
25

一
五
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大
内
一
也
後
援
会

大
内
一
也
会
計
責
任
者
大
内
一
也

宮
野
孝
夫

〃
〃
１

地
域
政
党
地
方
草
声

安
河
内
淳
朗
名

称
地
方
政
党
地

方
草
声

学
生
議
会

〃
１
、
31

中
島
好
人
後
援
会

中
島
美
那
子
代
表
者
中
島
美
那
子

三
冨
士
貢

令
和
６
、

11、
１

藤
本
一
規
後
援
会

北
野
泰
弘
会
計
責
任
者
北
野
泰
弘

井
上
延
弘

〃
〃
〃

松
浦
正
人
後
援
会

馬
野
昭
彦
代
表
者
馬
野
昭
彦

山
野
貴
教

令
和
７
、

２
、
20

三
好
む
つ
子
後
援
会

河
村

力
会
計
責
任
者
河
村

力
池
谷
惠
美
子

令
和
６
、

11、
１

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

植
野
正
則
後
援
会

植
野
正
則
植
野
泰
史
岩
国
市
玖
珂
町
6387

令
和
６
、

12、
31

黒
川
康
弘
後
援
会

田
中
秀
二
黒
川
純
子
宇
部
市
東
藤
曲
２
丁
目
７
番
６
号

令
和
７
、

２
、
18

早
川
文
乃
後
援
会

赤
木
理
恵
安
森
敬
人
長
門
市
仙
崎
1317の

３
〃
〃
28

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

安
河
内
淳
朗

地
域
政
党
地
方
草
声

名
称
地
域
政
党
地

方
草
声

学
生
議
会

令
和
７
、

１
、
31

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
市
町

の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
個
人
演
説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

安
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

下
関
市
富
任
町
五
丁
目
一
〇
番
一
号

令
和
六
、

一
二
、

二

山
陽
小
野
田
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー

山
陽
小
野
田
市
中
央
二
丁
目
三
番
一
号

令
和
七
、

三
、

三

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
山
陽
小
野
田
市
中
央
福
祉

セ
ン
タ
ー

〃

千
代
町
一
丁
目
二
番

二
八
号

〃

〃

〃
」
及

び
「
山
陽
小
野
田
市
商
工
セ
ン

タ
ー

〃

中
央
二
丁
目
三
番
一

号

〃

〃

〃
」
を

削
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
令
和
二
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
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員
会
告
示
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
美
祢
市
美
東
セ
ン
タ
ー

〃

美
東
町
大
田
六
一
七
〇
の
一

平
成
二
〇
、

三
、
二
一

赤
郷
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

美
東
町
赤
四
二
五

〃

〃

〃

」

を
「
赤
郷
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

美
東
町
赤
四
二
五

平
成
二
〇
、

三
、
二
一
」

に
改
め
、

「
美
祢
市
秋
芳
体
育
館

〃

秋
芳
町
秋
吉
五
三
五
七

〃

〃

〃
」
を
削

る
。

漁
場
管
理
委
員
会

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

荒

木

晶

一

指
示
の
内
容

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
水
域
に
お
い
て
は
、
こ

い
（
ま
ご
い
及
び
に
し
き
ご
い
を
い
う
。
）
を
当
該
水
域
の
外
に
持
ち
出
し
、
か
つ
、
他
の
水
域
に

放
流
し
、
又
は
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

下
松
市
の
区
域
内
の
水
域
の
う
ち
、
平
田
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を

成
す
水
面

㈡

防
府
市
大
字
西
浦
字
沖
本
土
手
附
二
七
九
八
の
一
地
先
の
遊
水
池
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体

を
成
す
水
面

㈢

佐
波
川
水
系
に
係
る
河
川
（
佐
波
川
ダ
ム
堰え

ん

堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
島
地
川
ダ
ム
堰
堤
か
ら

上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈣

防
府
市
大
字
佐
野
字
開
作
一
七
八
五
の
一
地
先
の
遊
水
池
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す

水
面

㈤

河
内
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈥

南
若
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈦

椹
野
川
水
系
に
係
る
河
川
（
一
の
坂
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
荒
谷
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上

流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈧

井
関
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈨

厚
東
川
水
系
に
係
る
河
川
（
厚
東
川
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
宇
部
丸
山
ダ
ム
堰
堤
か

ら
上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

㈩

壇
具
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➘

粟
野
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➙

掛
淵
川
水
系
に
係
る
河
川
（
畑
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
、
狩
音
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区

間
、
有
宗
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
、
大
坊
ダ
ム
堰
堤
か
ら
上
流
の
区
間
及
び
阿
惣
ダ
ム
堰
堤

か
ら
上
流
の
区
間
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

➚

阿
武
川
水
系
に
係
る
河
川
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面

二

指
示
の
有
効
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

雑

報

正

誤

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
山
口
県
報
（
定
期
）
の
目
次

誤

正

下
関
都
市
計
画
準
防
火
地
域
の
決●

定●

に
係
る
図
書
の

写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

下
関
都
市
計
画
準
防
火
地
域
の
変䀝

更䀝

に
係
る
図
書
の

写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
山
口
県
規
則
第
三
十
二
号
（
山
口
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
）ペ

ー
ジ

段

行

誤

正

一

下

八
在
宅
勤
務
手
当

在
宅
勤
務
等 
手
当一

七
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令
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発
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事


